
年
金
よ
く
あ
る
質
問
Ｑ
＆
Ａ

　

〜
基
礎
年
金
番
号
に
つ
い
て
〜

年
金
よ
く
あ
る
質
問
Ｑ
＆
Ａ

　

〜
基
礎
年
金
番
号
に
つ
い
て
〜

Ｑ
１
．
基
礎
年
金
番
号
と
は
な
ん
で
す
か
。

Ａ
：
　

基
礎
年
金
番
号
と
は
、国
民
年
金
・

厚
生
年
金
保
険
・
共
済
組
合
と
い
っ
た
、

す
べ
て
の
公
的
年
金
制
度
で
共
通
し
て
使

用
す
る「
１
人
に
１
つ
の
番
号
」で
す
。

　
　

公
的
年
金
制
度
に
お
い
て
は
、従
来
加

入
す
る
制
度
ご
と
に
年
金
番
号
が
付
さ

れ
記
録
の
管
理
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た

が
、平
成
９
年
１
月
か
ら
こ
の
番
号
が
共

通
化
さ
れ
、制
度
を
移
っ
た
場
合
で
も
変

わ
ら
な
い
番
号
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
　

こ
の
番
号
を
基
礎
年
金

番
号
と
い
い
ま
す
。

Ｑ
２
．
基
礎
年
金
番
号
は
、ど
の
よ
う
な
と
き

に
必
要
と
な
る
の
で
す
か
。

Ａ
：
　

基
礎
年
金
番
号
は
、就
職
し
て
厚
生

年
金
保
険
や
共
済
組
合
に
加
入
す
る
と

き
、会
社
を
退
職
し
て
国
民
年
金
に
加
入

す
る
と
き
、お
名
前
や
ご
住
所
に
変
更
が

あ
っ
た
と
き
な
ど
、年
金
に
関
す
る
手
続

き
の
際
に
必
要
で
す
。

Ｑ
３
．
就
職
し
ま
し
た
。
職
場
の
事
務
担
当

者
か
ら
、基
礎
年
金
番
号
を
聞
か
れ
ま
し
た

が
、わ
か
り
ま
せ
ん
。
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
す

か
。

　

Ａ
：
　

基
礎
年
金
番
号
は
、公
的
年
金
制

度
に
加
入
し
て
い
る
方
や
加
入
し
た
こ
と

が
あ
る
方
は
全
員
が
所
持
し
て
い
る
番

号
で
す
。

　
　

番
号
は
、年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金

番
号
通
知
書
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

●
年
齢
が 

２０
歳
未
満
の
方
の
場
合

　
　

就
職
を
す
る
と
、会
社
か
ら
そ
の
届
出

を
受
け
た
社
会
保
険
事
務
所
が
、新
し
く

基
礎
年
金
番
号
を
払
出
し
、年
金
手
帳

を
作
成
し
て
会
社
経
由
で
本
人
に
送
付

さ
れ
ま
す
。

　
　

公
務
員
や
私
立
学
校
の
教
職
員
等
で

共
済
組
合
に
加
入
す
る
方
に
は
、基
礎
年

金
番
号
通
知
書
が
作
成
さ
れ
所
属
の
共

済
組
合
を
経
由
し
て
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
　

な
お
、遺
族
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
っ
た

方
に
は
、基
礎
年
金
番
号
が
あ
り
ま
す
。

●
年
齢
が 

２０
歳
以
上
の
方
の
場
合

　

国
内
に
居
住
す
る
方
は
、全
員
が
国
民
年

金
・
厚
生
年
金
保
険
・
共
済
組
合
の
い

ず
れ
か
の
年
金
制
度
に
必
ず
加
入
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、 ２０
歳
以
上
の

方
の
場
合
、基
本
的
に
は
全
員
が
基
礎
年

金
番
号
を
持
っ
て
い
ま
す
。
基
礎
年
金

番
号
の
記
載
さ
れ
た
年
金
手
帳
は
、 ２０

歳
の
誕
生
日
の
前
日
に
お
け
る
住
所
地

（
住
民
票
上
）に
送
付
さ
れ
ま
す
。

Ｑ
４
．
年
金
手
帳
や
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
を
な
く
し
た
場
合
、ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で

し
ょ
う
か
。

　

Ａ
：
　

年
金
手
帳
は
再
発
行
が
で
き
ま

す
。
コ
ザ
社
会
保
険
事
務
所
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　
　

な
お
、う
る
ま
市
年
金
課
で
も
再
発
行

受
付
が
で
き
ま
す
が
、発
行
ま
で
に
日
数

を
要
し
ま
す
の
で
、あ
ら
か
じ
め
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

　
　

申
請
に
は
、身
分
証
明
書（
運
転
免
許

証
・
保
険
証
等
）と
印
鑑
、代
理
の
方
が

手
続
き
す
る
場
合
は
委
任
状
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

年金だより

お問い合わせ
年金課本庁：
　　☎973－5498
石川庁舎：
　　☎965－5799
勝連庁舎：
　　☎978－7197
与那城庁舎：
　　☎978－4368
コザ社会保険事務所
　　☎933－3437
　　　　　　3438

国 民 年 金 保 険 料
の納付は、便利で
お得な口座振替が
おすすめです！
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